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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う部活動等について 

 

 

保護者の皆様におかれましては、平素より本市の教育活動にご理解ご協力をいただきあり

がとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続き、大阪市は、「まん延防止等重点措置を

実施すべき区域」に指定され、今般、新たに大阪府より、まん延防止等重点措置期間（５月５

日まで）における緊急の要請がなされたところです。 

本市としましても、徹底した感染症防止対策を講じるとともに、生徒の健やかな学びの保

障や心身への影響の観点等を踏まえ、学校における学習活動の保障に一丸となって取り組ん

でまいりたいと考えています。 

今後の更なる感染拡大を少しでも予防し、子どもたちの学びの活動を止めないためにも、

引き続き保護者の皆様とお子様の感染予防について令和 3 年 4 月 8 日付け「新型コロナウイ

ルス感染症の予防について（お願い）」に基づくとともに、以下の点についてご理解・ご協力

をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 中学校における部活動の取扱いについて 

   要請期間中は、感染対策を十分とれない活動については、原則として休止します。 

   十分な感染予防対策を行うことができ、公式試合等を控えているなど、学校が必要で

あると判断した場合は、感染防止を徹底したうえで、以下の留意点を踏まえ、部活動の

実施を可能とします。 

  <留意点> 

  ・活動内容を精選し、必要最低限の内容で平日は 1 時間程度、休日は 2 時間程度にしま

す。 

   

２ 校外での教育活動について 

５月 14 日（金）から予定している９年生の修学旅行は、５月 16 日（日）以降に延期、

もしくは中止とします。 

 

 

 

（問い合わせ先）平日 8時から 18時 30分 

大阪市立今宮中学校   06－6631－2711 
 


